
春監公表第８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき令

和７年度財務監査（事務監査）の結果（令和８年１月１５日付け春監公表第３

号）に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項並びに春日市監査基準（令

和２年３月監査委員告示第２号）第２４条第２項及び同条第４項において準用す

る第２３条第３項の規定により当該措置の内容を公表する。

令和８年２月２６日

春日市監査委員 松 尾 英 二

同 原 克 巳



令和７年度財務監査（事務監査）措置状況報告【教育部】

１ 教育総務課（教育総務担当）

監査の結果 措置の内容

学校の会計年度任用職員に対する時間

外勤務手当について、次のような理由

から過支給となっていました。

(1) 週休日の振替を行ったことによっ

て勤務日となった日曜日の時間外勤務

手当について、正規の勤務日に係る割

増率（125/100）によって算定すべき

と こ ろ 、 週 休 日 に 係 る 割 増 率

（135/100）によって算定されていま

した。

(1) 会計年度任用職員の時間外勤務手

当の過支給については、指摘のとおり

でした。原因は、担当者の認識不足に

よるものです。

これについては、令和８年１月 23 日

付 07 春教教第 3686 号文書により当該

職員に対し過支給の通知をして、２月

20 日までの返還を依頼しております。

時間外手当算定業務は、令和７年度よ

りＩＰＫを利用した人事担当による算

出に変更されており、複数の担当によ

るチェック機能で過支給をなくすよう

注力しております。

(2) 週休日の振替に伴い１週間の正規

の勤務時間を超えて勤務することを命

じられたときは時間外勤務手当（いわ

ゆる振替手当）の支給対象となります

が、週休日の振替が同一週で行われ、

１週間の勤務時間に変更はないとこ

ろ、当該時間外勤務手当が支給されて

いました。

(2) 会計年度任用職員（10 人）に係る

時間外勤務手当（振替手当）の支給に

ついては、指摘のとおりでした。

同一週の認識誤りにより過誤支給が発

生しております。

これについては、令和８年１月 20 日

付 07 春教教第 3644 号文書により当該

職員 10 人に対し過誤支給の通知をし

て、２月 20 日までの返還を依頼して

おります。

時間外手当算定業務は、令和７年度よ

りＩＰＫを利用した人事担当による算

出に変更されており、複数の担当によ

るチェック機能で誤支給をなくすよう

注力しております。



２ 学校教育課（学校教育担当）

３ 学校教育課（学校保健担当）

４ 学校教育課（春日小学校）

監査の結果 措置の内容

学校の会計年度任用職員に対する時間

外勤務手当について、時間外勤務の時

間数の算定を誤ったことによって過支

給となっていました。

過支給については、指摘のとおりでし

た。時間数の積算について、本来は日

毎に整理すべきところを月で時間数を

合計して１時間単位への繰り上げをし

ておりますが、これは認識誤りが原因

でした。なお、過支給分については対

象職員からの返還手続きを行いまし

た。

監査の結果 措置の内容

大会等参加補助金について、交付額の

算定に当たり大会参加料の単価を誤っ

たことによって過交付となっていまし

た。

改めて交付状況を確認した結果、過支

給であることを確認しました。

原因は、審査時の確認が不十分であっ

たことによるものでした。

過支給となっていた 2,000 円について

は、令和７年度教育費雑入で受け入れ

ることとし、申請者に返還を求めてい

ます。

今後は、担当者、監督者及び所属長で

内容に誤りがないか確認します。

監査の結果 措置の内容

切手及びレターパックの購入につい

て、令和６年４月に納品があったこと

から令和６年度会計において支払うべ

きところ、令和５年度会計において支

払われていました。

支出状況を確認したところ、購入日は

令和６年度であるため、令和６年度予

算から支出すべきであることを確認し

ました。

原因については、購入日及び支出年度

の確認漏れでした。

すでに令和５年度及び令和６年度予算

は出納閉鎖となっているため、訂正は

行いません。

今後は、年度末年度初めの事務につい

て、学校に２台しかないＬＧ系パソコ

ンではなく、全教職員が自身の机上で

確認できる校務用パソコン内のシステ

ムＣ４ｔｈで注意喚起を行います。



５ 学校教育課（春日西小学校）

６ 学校教育課（天神山小学校）

監査の結果 措置の内容

切手及びレターパックの購入につい

て、令和７年３月に納品があったこと

から令和６年度会計において支払うべ

きところ、令和７年度会計において支

払われていました。

支出状況を確認したところ、購入日は

令和６年度であるため、令和６年度予

算から支出すべきであることを確認し

ました。

原因については、購入日及び支出年度

の確認漏れでした。

すでに令和６年度予算は出納閉鎖とな

っているため、訂正は行いません。

今後は、年度末年度初めの事務につい

て、学校に２台しかないＬＧ系パソコ

ンではなく、全教職員が自身の机上で

確認できる校務用パソコン内のシステ

ムＣ４ｔｈで注意喚起を行います。

監査の結果 措置の内容

令和７年３月に購入した切手の代金が

支払漏れとなっていました。

確認したところ、支払漏れであること

を確認しました。

原因は、令和７年４月１日から請求書

が電子添付となったことに伴い、担当

者は支出が済んだ請求書にチェックを

つけているが、未支出の請求書にチェ

ックをつけてしまったことでした。

すでに令和６年度予算は出納閉鎖とな

っているため、令和８年１月 14 日に

令和７年度支出負担行為兼支出命令

(支出命令番号 33060)において支出を

行いました。

今後は、物品等を購入後請求を受けた

ら速やかに支払事務を行うことを徹底

します。



７ 学校教育課（春日南中学校）

監査の結果 措置の内容

学校図書館用図書の購入（令和６年 10

月 31 日検収分）について、請書が見

当たりませんでした。

当該購入について、請書が見当たらな

いことを確認しました。これは、学校

において学校事務職員が図書司書から

請書を受け取るべきところを誤って納

品関係の書類を受け取り保管したこと

によるものと考えています。すでに納

品及び支出をしているため、再提出は

求めていません。今後は、納入業者か

ら請書と納品関係書類が別便で送られ

ることとなっています。


